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議案第 号 

 

日野町税条例の一部を改正す 条例の一部改正について 

 

日野町税条例の一部を改正す 条例の一部を別紙のとお 改正す 。 

 

成 月 日提出 

 

日野町長 景 山 享 弘 
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日野町税条例 一部を改正す 条例 一部改正 必要 理由と概要 

 

 背景及び趣旨 

   地方税法施行規則等 一部を改正す 省令 成 27 総務省令第 85 号

成27 9 30日 公布さ たこと 伴い 日野町税条例 一部改正を行う  

 

 改正内容 

成27 3 31日条例第22号 日野町税条例 一部改正 ついて 一部改正を

行う  

 番号制度導入 伴い 町税 係 申告書等 様式 当該申告書等 提出者等

法人番号を記載す 欄等を変更 追加す 施行期日 成 28 1

1 日  

 町税 納付書 納入書 ついて 当初法人番号を記入す こととしていた

記入し いこととしたた 変更  

 町民税 申告 固定資産税区分所 補正方法 申し出 軽自動車税 減免

申請 特別土地保 税 減免申請 ついて 法人番号 法的根拠を追加  

 

 附則規定 

こ 条例 公布 日 ら施行す  
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日野町税条例 一部を改正 条例 一部を改正 条例 

 

日野町税条例 一部改正条例 一部改正  

第1条 日野町税条例 一部を改正 条例 成27 日野町条例第22号 一部を次 う 改正  

第1条 改正規定 一部を次 う 改  

改正  改正前 

 

。用語) 

 

。用語) 

第2条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各号

定  

第2条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各号

定  

。1)及び。2) 略 。1)及び。2) 略 

。3) 納付書 納税者 徴収金を納付 用い 文書 町

作成 納税者 住所及び氏 又 称並び そ 納付

べ 徴収金額そ 他納付 い 必要 事項を記載 をい

う  

。3) 納付書 納税者 徴収金を納付 用い 文書 町

作成 納税者 住所及び氏 。法人 あ 事務所又

事業所 所在地 称及び法人番号。行政手続 特定 個

人を識別 番号 利用等 関 法 。 成25 法 第2

7号)第2条第15項 規定 法人番号をいう 以下 ))。法人

番号を い者 あ 事務所又 事業所 所在地及び

称)並び そ 納付 べ 徴収金額そ 他納付 い 必要 事

項を記載 をいう  

。4) 納入書 特別徴収義務者 徴収金を納入 用い 文

書 町 作成 特別徴収義務者 住所及び氏 又

称並び そ 納入 べ 徴収金額そ 他納入 い 必要 事

項を記載 をいう  

。4) 納入書 特別徴収義務者 徴収金を納入 用い 文

書 町 作成 特別徴収義務者 住所及び氏 。法人

あ 事務所又 事業所 所在地 称及び法人番号)並び

そ 納入 べ 徴収金額そ 他納入 い 必要 事項を記載

をいう  
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。町民税 申告) 。町民税 申告) 

第36条 2 略 第36条 2 略 

2～8 略 2～8 略 

9 町長 町民税 賦課徴収 い 必要 あ 認 場合 い

新 第23条第1項第3号又 第4号 者 該当

者 当該該当 日 10日以内 そ 称

代表者又 管理人 氏 主 事務所又 事業所 所在 当該

町村内 事務所 事業所又 寮等 所在 法人番号。行政手続

特定 個人を識別 番号 利用等 関 法

。 成25 法 第27号)第2条第15項 規定 法人番号をいう 以下

町民税 い ) 当該該当 日そ 他必要

事項を申告させ  

9 町長 町民税 賦課徴収 い 必要 あ 認 場合 い

新 第23条第1項第3号又 第4号 者 該当

者 当該該当 日 10日以内 そ 称

代表者又 管理人 氏 主 事務所又 事業所 所在 当該

町村内 事務所 事業所又 寮等 所在 法人番号 当該該

当 日そ 他必要 事項を申告させ

 

 

。施行規則第15条 3第2項 規定 補正 方法 申出) 

 

。施行規則第15条 3第2項 規定 補正 方法 申出) 

第63条 2 施行規則第15条 3第2項 規定 補正 方法 申出

当該家屋 係 区分所 者 代表者 毎 1 31日ま 次

各号 掲 事項を記載 申出書を町長 提出 行わ

い  

第63条 2 施行規則第15条 3第2項 規定 補正 方法 申出

当該家屋 係 区分所 者 代表者 毎 1 31日ま 次

各号 掲 事項を記載 申出書を町長 提出 行わ

い  

。1) 代表者 住所 氏 又 称及び個人番号。行政手続

特定 個人を識別 番号 利用等 関 法 第2条第5

項 規定 個人番号をいい 当該書類を提出 者 項 規

定 個人番号 限 以下固定資産税 い )又 法人

番号。 条第15項 規定 法人番号をいう 以下固定資産税

い )。個人番号又 法人番号を い者 あ 住 

。1) 代表者 住所 氏 又 称及び個人番号。行政手続

特定 個人を識別 番号 利用等 関 法 第2条第5

項 規定 個人番号をいい 当該書類を提出 者 項 規

定 個人番号 限 以下固定資産税 い )又 法人

番号。個人番号又 法人番号を い者 あ 住所及び氏

又 称) 
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所及び氏 又 称)  

。2)～。4) 略 。2)～。4) 略 

2 略 2 略 

 

。軽自動車税 減免) 

 

。軽自動車税 減免) 

第89条 略 第89条 略 

2 前項 規定 軽自動車税 減免を受 う 者 納期

限ま 当該軽自動車等 い 減免を受 う 税額及び

次 各号 掲 事項を記載 申請書 減免を必要 事由を

証明 書類を添付 を町長 提出 い  

2 前項 規定 軽自動車税 減免を受 う 者 納期

限ま 当該軽自動車等 い 減免を受 う 税額及び

次 各号 掲 事項を記載 申請書 減免を必要 事由を

証明 書類を添付 を町長 提出 い  

。1) 略 。1) 略 

。2) 軽自動車等 所 者等 住所又 事務所若 く 事業所 所

在地 氏 又 称及び個人番号。行政手続 特定 個人を

識別 番号 利用等 関 法 第2条第5項 規定

個人番号をいう 以下 号及び次条 い )又 法人番

号。 法第2条第15項 規定 法人番号をいう 以下 号

い )。個人番号又 法人番号を い者 あ 住

所又 事務所若 く 事業所 所在地及び氏 又 称) 

。2) 軽自動車等 所 者等 住所又 事務所若 く 事業所 所

在地 氏 又 称及び個人番号。行政手続 特定 個人を

識別 番号 利用等 関 法 第2条第5項 規定

個人番号をいう 次条 い )又 法人番号。個人番号又

法人番号を い者 あ 住所又 事務所若 く 事

業所 所在地及び氏 又 称) 

。3)～。8) 略 。3)～。8) 略 

3 略 3 略 

 

。特別土地保 税 減免) 

 

。特別土地保 税 減免) 

第139条 3 略 第139条 3 略 

2 前項 規定 特別土地保 税 減免を受 う 者  2 前項 規定 特別土地保 税 減免を受 う 者  
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納期限ま 次 掲 事項を記載 申請書 そ 減免を受

う 事由を証明 書類を添付 町長 提出

い  

納期限ま 次 掲 事項を記載 申請書 そ 減免を受

う 事由を証明 書類を添付 町長 提出

い  

。1) 納税義務者 住所 氏 又 称及び個人番号。行政手続

特定 個人を識別 番号 利用等 関 法 第2

条第5項 規定 個人番号をいう 以下 号 い )

又 法人番号。 条第15項 規定 法人番号をいう 以下 号

い )。個人番号又 法人番号を い者 あ

住所及び氏 又 称) 

。1) 納税義務者 住所 氏 又 称及び個人番号。行政手続

特定 個人を識別 番号 利用等 関 法 第2

条第5項 規定 個人番号をいう 以下 号 い )

又 法人番号。個人番号又 法人番号を い者 あ 住

所及び氏 又 称) 

。2)及び。3) 略 。2)及び。3) 略 

3 略 3 略 

 

日野町税条例 一部改正条例 一部改正  

第2条 日野町税条例 一部を改正 条例 一部を次 う 改正  

 

改正  改正前 

 

附 則 

施行期日  

第1条 条例 成27 4 1日 施行 次 各号

掲 規定 当該各号 定 日 施行  

。1)～。3) 略 

。4) 第1条中町税条例第36条 2第9項 第51条第2項各号 第63条 

 

附 則 

施行期日  

第1条 条例 成27 4 1日 施行 次 各号

掲 規定 当該各号 定 日 施行  

。1)～。3) 略 

。4) 第1条中町税条例第2条第3号及び第4号 第36条 2第9項 第 
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2第1項第1号 第63条 3第1項第1号及び第2項第1号 第71条第

2項第1号 第74条第1項第1号 第74条 2第1項第1号 第89条第2

項第2号 第90条第2項第1号並び 第139条 3第2項第1号 改正

規定並び 附則第10条 3第1項第1号 第2項第1号 第3項第1号

第4項第1号 第5項第1号 第6項第1号 第7項第1号 第8項第1号

及び第9項第1号並び 第21条第1項第1号及び第3項第1号 改正

規定並び 附則第2条第3項及び第8項 第3条第2項 第4条第1項

及び第6条 規定 行政手続 特定 個人を識別

番号 利用等 関 法 成25 法 第27号 附則第1条

第4号 掲 規定 施行 日 

51条第2項各号 第63条 2第1項第1号 第63条 3第1項第1号及び

第2項第1号 第71条第2項第1号 第74条第1項第1号 第74条 2

第1項第1号 第89条第2項第2号 第90条第2項第1号並び 第139

条 3第2項第1号 改正規定並び 附則第10条 3第1項第1号 第2

項第1号 第3項第1号 第4項第1号 第5項第1号 第6項第1号 第

7項第1号 第8項第1号及び第9項第1号並び 第21条第1項第1号及

び第3項第1号 改正規定並び 附則第2条第3項及び第8項 第3条

第2項 第4条第1項及び第6条 規定 行政手続 特定 個

人を識別 番号 利用等 関 法 成25 法 第

27号 附則第1条第4号 掲 規定 施行 日 

附 則 

条例 公 日 施行  


